
　
　
　
窮
＋
四
巻
　
紹
　
介

建
築
史
上
、
工
藝
鷹
峯
上
、
，
一
般
信
抑
上
の
多
く
の
興
味
あ
る
事

實
が
提
供
さ
れ
て
有
心
な
も
の
で
あ
っ
た
。
挿
團
二
〇
、
岡
版
五

四
に
も
編
纂
の
苦
心
を
見
る
。
　
（
四
六
倍
版
本
文
机
六
六
頁
滋
賀

縣
保
勝
會
掴
洗
儂
三
圓
）
〔
藤
〕

　
　
鯉
本
邦
古
代
氏
姓
の
研
究
　
　
弁
上
久
米
雄
旧
著

　
本
書
に
昭
和
二
年
三
月
東
京
帝
大
國
史
科
を
卒
へ
て
同
大
學
院

に
入
り
．
傍
ら
宮
内
省
諸
陵
寮
に
勤
務
さ
れ
て
る
た
が
間
も
な
く

翌
三
年
七
月
多
く
の
春
秋
を
残
し
て
逝
去
さ
れ
た
井
上
氏
の
大
畢

卒
業
論
文
で
あ
っ
て
今
回
そ
の
短
い
墨
界
生
活
を
記
念
す
る
爲
に

遣
族
の
人
々
に
よ
っ
て
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
に
は

本
邦
氏
姓
の
胚
種
、
第
二
章
に
は
本
邦
氏
姓
の
出
現
（
附
、
支
那
の

氏
姓
、
朝
鮮
の
氏
骨
）
、
第
三
章
に
は
初
期
の
氏
姓
三
三
ミ
其
の
糺

正
、
第
四
章
に
は
聖
徳
太
子
の
三
家
思
想
ミ
氏
姓
、
第
五
章
に
は

大
化
改
新
ざ
氏
姓
，
第
六
章
に
は
天
武
朝
の
三
唱
制
定
の
意
義
、

第
七
章
は
新
撰
姓
氏
録
を
中
心
ミ
し
て
其
の
前
後
の
氏
姓
動
態
が

述
べ
て
あ
る
。
全
編
の
概
要
は
、
冷
気
の
胚
種
は
古
く
よ
り
我
國

に
在
っ
た
が
名
實
共
に
明
確
な
形
が
出
遅
れ
の
は
日
鮮
交
通
が
穂

や
頻
繁
に
な
っ
た
頃
か
ら
だ
ミ
思
ふ
、
ミ
て
次
に
氏
姓
の
混
鼠
ε
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允
恭
朝
の
糺
正
を
述
べ
、
そ
れ
よ
り
聖
徳
太
子
が
佛
教
を
興
隆
し

冠
位
及
び
＋
尊
墨
憲
法
を
翻
心
さ
れ
た
の
は
亡
国
の
閥
族
蹟
縫
の

弊
を
打
破
せ
ん
「
こ
す
る
御
前
紳
に
墓
つ
く
も
の
で
氏
姓
制
に
蟹
し

大
な
る
脅
威
を
與
へ
ら
れ
た
。
大
化
の
改
新
に
よ
り
氏
姓
の
包
有

す
る
内
容
は
大
に
攣
化
し
て
甚
だ
微
弱
な
も
の
ミ
な
り
、
今
後
の

氏
姓
は
主
ε
し
て
家
系
門
地
を
表
は
す
に
過
ぎ
な
い
も
の
唱
こ
な
り

天
武
朝
の
八
尺
制
定
は
系
統
的
系
統
の
外
に
改
新
後
の
人
材
功
勢

の
如
何
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
蕎
姓
ミ
全
く
購
機
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
其
後
氏
姓
の
混
餓
は
次
第
に
甚
し
く
な
り
新
撰

姓
氏
録
が
作
ら
れ
た
が
錯
誤
や
疑
鮎
が
あ
っ
て
月
一
の
氏
姓
混
徽

の
程
が
推
知
さ
れ
る
。
　
そ
れ
以
後
は
諸
氏
が
少
撒
の
有
力
な
る
系

統
名
梅
に
牧
約
さ
れ
、
終
に
は
多
く
の
氏
が
源
李
燦
橘
の
四
姓
に

牧
約
さ
れ
る
に
至
っ
た
ミ
述
べ
て
あ
る
。
r
本
邦
古
代
の
氏
姓
に
驕

し
て
は
資
料
極
め
て
少
く
、
そ
の
研
究
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
が
、
氏

は
多
大
の
勢
苦
を
以
て
之
を
討
ね
以
て
本
論
文
を
作
成
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
固
よ
り
研
究
の
門
猷
ε
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
他
日
の

深
き
研
鑛
に
よ
り
完
成
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
併
し
此
の

方
面
の
開
振
に
寄
與
す
る
所
が
紗
く
な
い
（
菊
版
二
一
七
頁
、
償



不
明
）
〔
松
野
〕

　
　
⑳
慣
習
ビ
法
律
、
　
　
　
　
　
愚
挙
　
陳
重
著

　
慣
曾
は
同
式
三
三
の
経
時
的
反
覆
に
成
る
規
範
に
し
て
そ
の
ま

観
的
原
因
は
三
一
意
識
で
あ
り
客
観
的
原
因
は
同
扁
境
遇
に
在
る

者
に
回
す
る
三
唱
の
刺
戟
で
あ
る
。
そ
の
成
立
に
は
行
唖
者
及
承

認
者
の
二
當
事
者
を
必
要
ミ
し
葡
も
爾
者
は
共
に
多
撒
で
な
け
れ

ば
な
ら
す
且
時
間
的
に
綴
回
す
る
を
要
す
る
そ
の
原
始
肚
會
に
於

け
る
四
三
は
数
回
意
識
を
一
団
に
し
秩
序
的
生
活
の
一
両
を
養
ひ

三
三
の
習
性
を
育
て
る
が
大
腱
静
的
勢
力
で
あ
っ
て
勾
当
の
組
成

期
に
は
有
利
な
れ
さ
も
嚢
三
期
に
は
有
害
な
り
ミ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

慣
習
か
法
性
を
享
受
す
る
順
序
を
考
ふ
る
に
第
一
期
は
法
律
．
か
慣

習
の
中
に
潜
在
し
第
二
期
に
は
「
三
者
の
一
存
あ
め
第
三
期
に
至
っ

て
法
致
を
有
す
る
に
至
る
志
の
で
あ
る
。
而
し
て
所
謂
慣
習
法
は

三
家
的
統
制
力
こ
し
て
法
律
的
規
範
た
る
性
質
を
獲
得
せ
る
慣
習

で
あ
る
。
郎
ち
慣
習
の
法
律
享
受
は
一
構
力
の
添
加
に
よ
る
も
の

に
む
て
法
慣
習
の
常
慣
習
に
異
な
る
貼
は
そ
の
欄
裁
の
主
格
が
國

家
の
公
撃
力
で
あ
っ
て
慣
行
者
の
共
岡
的
報
互
的
制
裁
に
謬
る
鮎

で
あ
る
ミ
す
る
の
が
略
そ
の
大
意
で
あ
ら
う
。
附
録
噛
こ
し
て
法
信

　
　
　
第
十
四
春
　
　
紹
　
　
介

説
批
評
及
原
力
三
三
片
を
加
へ
て
居
る
。

　
こ
れ
は
直
に
歴
史
的
著
作
で
は
な
い
、
然
し
な
が
ら
著
者
も
引

用
す
る
如
く
ベ
ー
コ
ン
は
「
慣
習
は
人
生
の
主
宰
吏
な
り
」
ミ
云

っ
て
居
る
、
吾
人
の
生
活
の
大
部
分
は
慣
習
に
從
．
調
こ
ε
を
思
ふ

時
そ
れ
が
歴
史
に
託
て
い
か
に
重
大
な
る
作
用
を
な
せ
る
か
に
想

到
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
歴
史
を
激
て
獲
展
の
學
な
り
ε
す
る
時
保

守
的
勢
力
で
あ
る
慣
習
は
常
に
趨
克
さ
る
べ
き
蓮
命
の
下
に
あ
っ

た
も
の
で
は
あ
る
が
卜
者
は
一
種
の
鋤
立
概
念
を
回
す
が
故
に
獲

展
の
偉
大
さ
を
量
る
も
の
は
叉
慣
習
で
あ
っ
た
く
」
い
は
れ
ぬ
こ
書

も
な
い
。
固
り
著
者
の
論
ぜ
る
所
は
か
く
の
如
き
三
三
な
る
意
味

に
於
て
ゴ
は
な
く
主
ミ
し
て
法
律
閣
係
の
中
に
い
は
ゴ
法
源
論
さ

し
て
こ
れ
を
論
じ
た
も
の
で
は
あ
る
が
讃
過
中
大
に
慣
習
の
文
化

的
考
察
を
示
唆
し
刺
戟
す
る
も
の
あ
り
そ
の
意
味
に
於
て
甚
．
だ
好

著
た
る
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
（
旧
版
二
六
五
頁
、
東
京
岩
波
書
店

登
行
償
二
、
五
〇
）
〔
肥
後
ソ

　
　
⑳
加
賀
藩
吏
配
餅
一
編

蕎
加
賀
藩
の
煎
田
氏
は
其
の
領
土
の
廣
木
こ
易
封
．
薄
城
が
無
か

っ
た
事
に
於
て
他
に
比
類
す
べ
き
侯
伯
少
く
、
藩
組
利
家
以
來
今
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（
六
〇
一
）


